
第 4回地方共同の金融機構のあり方に関する検討会次第

目時 平成 20年 11月 21日 (金)

午前 10時～12時

場所 総務省第 4特別会議室

1. 開会

2. 討議

3. 閉会



論点ポイント

1 検討の意義 .契機

2 検討に際しての基本的な判断基準

3 政策金融改革 ･行政改革との関係

4 財政投融資改革との関係

5 地方分権改革との関係

6 経済変動 ･地方財源不足への対応

7 地方公営企業等金融機構との関係

8 地域金融との関係

9 他の検討すべき論点

･地方公共団体の財政規律

･道路特定財源の一般財源化
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地方債資金の状況
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政策金融改革 (基本原則)

財政投融資改革 ◇
I-~~~~--~~~--~~~~~--~~~-~---~~-■~l

周期的に発生し得る景気変動に対応しI
:た景気対策 ･地域の活性化策として実施
する事業や財源不足の補てんに必要な資

:金調達のための危機対応体制が不十分
:(特に小規模市町村)0
I_I____________,_________________.,_
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地方団体の資金調達の変化
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政策金融改革の趣旨と経緯

資金の流れを｢官から民へ｣改革し､経済全体の活性化につなげていくため､｢民間に

政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直し､完全民営化､廃止される機関の機能を政
則に切り出すとともに､必要最小限の業務をlつの新たな政策金融機関に担わせることとしたO

政策金融改革の経緯

｢政策金融改革の基本方針｣
経済財政諮問会議 (H17.11.29)

>+～
毒｢行政改革の重要方針｣
言 問議決定(H17.12.24)

｢行政改革推進法｣成立(H18.5.26)

<基本方針の決定>

(注)海外経済協力(円借款)については､改正JICA法案を平成18年臨時国会に提出し､成立



政策金融改革における組織の改編

新体 制 (平成20年10月以降 )

○ 平成20年度末における政策金融の貸付残高のGDP比を平成16年度末
に比べて半減

政策金融改革関連法案を平成19年通 常 国

提出し､成立

株式会社日本政策金融公庫
･政策金融の的確な実施と効率的な事業運営の両立

･明確な経営責任と透明性の確保

･統合効果の発揮と利用者の利便性の向上

･民間補完に徹しながら業務の必要性を不断に見直し
(注)沖縄振興開発金融公庫は平成24年度以降に統合

･･一十 二 : 雷11■■■l■■■■■■■■l■■■■■■■■l■■■H-

地方公共団体は共同して資金調達のための新組織(地方公営企業等金融機構)を自ら設立｡
新組織は､公営企業金融公庫の権利及び義務を承継｡
国は新たな出資･保証等の関与を行わない｡



地方公営企業等金融機構の概要について
一地方公営企業等金融機構の概要-

･地方公営企業等金融機構法

･地方公共団体に対して長期かつ低利の資金を融通

･地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を実施

→地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与

･総 額 166億円

･出資者 全地方公共団体(都道府県､政令市､市町村)
｣｣旦51 盟 蛙 地方公共団体別出資禎及び割合(単位億 円)

･渡追 雄司

※出資練の合計については､四捨五入のため､実際の鴇とは異なり

芸憩JFM



業務の基本的な仕組みについて

貸付業務･資金調達業務等の基本的な流れ

出資.経営春画

金利変動準備金麺至宝塑郵 ,8%

!利下げ:L._..日 .三地方支援業務公営企業健全化基金l約09兆円 公営住宅..病院等

.上ゝ土

≡_∴;._i;...:1,_..､:三日‥.:∴_::./:1∴.,…う....:.三三.:i普通芯計事業〔地方道整備等】

Lr地方公共団体の資本市場からの資金調達に関する資金調達

l 藁 州 】 ィ )



貸付対象事業について

Oo

巨d貸付対象を重点化｡貸付先は全て地方公共団体で同意債(許可債)のみ

公営企業金融公

◎JFM



地方公営企業等金融機構に対する出資について

地方公営企業等金融機構設立準備委員会は､地方公営企業等金融

機構の設立に必要な地方自治体の出資について､次のとおりとする｡

1 都道府県及び市町村の出資総額について

都道府県及び市町村の出資総額は､別紙のとおり､応能性を考慮

した標準財政規模と応益性を考慮した貸付残高を基本とし､機構に対

する市場の信用力を確保することなどを総合的に勘案し､次のとおり

とする｡

都道府県 64億円

市 91億円

町 村 11億円

2 各地方自治体が出資する額について

個々の地方自治体が出資する額については､前記1の配分方法を

勘案しつつ､全国知事会､全国市長会､全国町村会において､それぞ

れが調整する｡

なお､都道府県及び指定都市の出資額は､出資総額の55%程度

を確保する｡

3 出資の時期

原則として､平成20年度に出資する｡

平成19年6月28日

地方公営企業等金融機構設立準備委員会

9



(別紙)

｢1｣についての考え方

都道府県及び市町村の出資額の算定に当たっては､応能性を考慮

して､出資総額の2分の1を標準財政規模により､残り2分の1を

応益性を考慮して貸付残高により､それぞれ配分する｡

さらに､都道府県は､機構に対する市場の信用力を確保するため､

市区町村 (指定都市を除くD)の出資総額の1割程度を引き受けるo

10



都道府県別出資額

(単位 百万円)

都道府県名 貸付琵高 出資額 標準財政規模 出資鎮 県内市町村貸付残高 県内市町村標準財政規模 追加 出資計
北 海 道 162,388 58 1.247,346 199 797,863 1,108,751 _45 303
青 森 66,812 24 351,467 56 273,064 341,581 15 95
岩 手 94.612 34 361,576 58 276,122 345,860 15 107

-宮 城 167.609 60 419,192 67 232,723 311,189 13 ､140
秋 田 県 59,431 21 303,287 48 229,591 300.163 13 82
山 形 県 93.712 33 299,140 48 262,285 284,867 13 95
福 島 県 68,373 24 446,350 71 368,813 470.917 20 116
-茨 城 177,427 63 525,595 84 371,931 590,957 23 170
栃 木 63,910 23 386,393 62 279,647 397,355 16 101
群 馬 86.590 31 369,004 ･59 252,128 412,403 ー6 105
埼 玉 県 241,776 86 912,723 146 435.637 981,846 32 264
千 葉 県 194,101 69 799,659 128 352.915 905,293 28 225
東 京 都 242,718 86 3.376,209 540 233,547 2,673,296 57 683
神 奈 川 県 181,866 65 1,064.305 170 352,071 697,036 24 259
新 潟 73.648 26 540,457 86 356,756 415,726 19 131
富 山 83,839 30 255,683 41 254,200 254.422 13 83
石 111 63,873 23 265,421 42 312,229 283,787 15 80
福 井 66,823 24 219,234 35 139,736 188.295 8 67
山 梨 72,234 26 226.085 36 155.538 213,204 9 71
長 野 91,203 32 460,647 74 488,782 553,740 26 132
岐 阜 県 64,796 23 403,734 65 301.144 451,368 18 105
静 岡 127,142 45 621,748 99 242,002 448,557 16 161
愛 知 223,284 80 1,088,419 174 363.752 983,205 30 283
三 重 11一.404 40 368,153 59 272,994 39l,069 16 114
滋 賀 県 80,295 29 265,490 42 267,416 282,804 14 85
京 都 府 73,085 26 430,850 69 181.931 244.516 10 105
大 阪 腐 210.132 75 1.299,632 208 648,692 954,405 38 321
兵 庫 202,168 72 908,868 145 701,504 852,351 38 255
奈 良 122,771 44 264,082 42 176,540 292,894 ll 97
和 歌 山県 34,070 12 252,274 40 162,032 236,871 9 62
鳥 取 34.972 12 182,435 29 156,228 153,284 8 49
島 根 67,681 24 247,201i 40 228,408 221,878岳 11 75
同 山 161,162 57 373.442 60 480,418 458,423 23 141

■広 島 115,723 4l 497,lCi5i 79 3()4.8841 399,070 17l 138
山 口 110,891 39 335,979 54 241,728 332,108 14 107
徳 島 県 43,896 16 223,867 36 100,145 197.399 7 58
香 川 53.03l 19 218,844 35 129.105 218,335 8 62
愛 媛 43,356 15 309,377 49 233,805 335,902 14 78
高 知 35,782 13 232.795 37 140.796 216,395 8 58
福 岡 78β35 28 765,709 122 312,941 529,084 20 170
佐 賀 20,515 7 216.232 35 145,ー96 187,292 8 50
長 崎 県 41,472 15 339.896 54 239.913 358,449 14 83
熊 本 県 44,772 16 382,690 61 300,050 422,963 17 94
大 分 県 50,DフO 18 291,236 47 162,782 283,335 10 75
宮 崎̀ 県 58,040 21 283,058 45 206.553 260,391! ll 77
鹿 児 島 県 73.250 26 423,112 68 203,415 433,206 14 108
沖 縄 76,809 27 283,822 45 75.804 256,302 7 80

l l



公営企業債が地方債全体額に占める割合(⑯決算)

(参考)

0% 0-5% 5.-10% 計

市(政令市除く) 26団体 19団体 字8団体 73団体

構成比 3% 2% 4% 9%

町村 147団体 76団体 75団体 298団体

構成比 14% 7% 7% 29%

全市町村 173団体 95団体 103国体 371団体

公営企業金融公庫資金の貸付状況について

政令市 17団体 o団体 0%

町 村 725団体 L 285団休 1 28% l1 2



一般会計債及び公営企業債の割合推移(地方債計画ベース)

餐 ->LI7

昭和30年度 一般会計債 850 75.6%公営企業債 274 24.4%

合計 1,124

昭和32年度 一般会計債 520 52.5%公営企業債 470 - 47.5%

合計 990

昭和35年度 一般会計債 560 41.8%公営企業債 780 58.2%

合計 1,340

昭和40年度 一般会計債 1,398 31.6%公営企業債 3,032 68.4%

合計 4,430

昭和50年度 一般会計債 10,184 ･41.5%公営企業債 14,327 58.5%

合計 24,5ll

昭和60年度 一般会計債 33,887 59.6%公営企業債 22,951 40.4%

合計 56,838

平成7年度 一般会計債 88,152 67.2%公営企業債 43,113 32.8%

合計 131,265

平成17年度 一般会計債 83,108 72.1%公営企業債 32,170 27.9%

1 マ
】､,ノ

公庫法成立



公庫金利と財政融資資金金利の比較 (単位=%)

20年 (シェア20%) 28年 (シェア71%)

公庫金利 財融金利 金利差 公庫金利 財融金利 金利差

A ･B A-B A B A-B

2007年 2.10 2.10 0 2.30 - 2.30 0

7月 2.10 2.10 0 ′2.30 2.30 0

8月 2.00 2.00 ､0 2.20 2.20 0

9月 1.95 1.90 0.05. 2.10 2.10 0

･1.0月 2.00 2.00 0 2.20 2.20 0
2.00 2.00 0 2.20 2.20 0

11月 1.95 1.90 0.05 2.15 2.10 0.05

12月 1.95 1.80 0.15 2.15 2.00 0.15

2008年 1.95 1.80 0.15 2.15 2.10 0.05

ノ1月 1.90. 1..80 0.10 2.15. 2.10 pO.05

2月 1.90r 1.80 0.10 2.15 2.00 0.15
1.90 1.80 0.10 2.10 2.00 0.10

3月 1.90 1.70 0.20 2.10 2.00 0.1亡I
1.85 1.70 0.15 2.10 2.00 0.10_

4月 1.85 1.80 0.05 2.10 p 2.1t) 0
ll.8() 1.80 0 2.10 2.10 0

.15月 1.9() 1.90 0 2/.20 2.20 0
1.9() 1.90 0 2.20 2.20 -0

15月 2.1() 2.10 0 2.30 2.30 0
2.ll) 2.10 0 . 2.30 2.30 0

7月 2.00 2.00 0 2.20 2.20 0
2.00 2.00 0 2.20 2.20 ′ 0､

8月 1.9】5 ¶.90 0.05 2.15 . 2.10 0.05



最近の金利水準の推移

1 市場公募債 (満期一括償還)

4月 5-月 6月 7月 8月 9月

(掴別債) ().98% 1.45% 1.41% 1.19% 1.18% 1.12%

(共同債) 1_56% 1.74% 1.89% 1.79% 1.62% 1.56%

※発行条件の良いものの例｡

____ゝ
LJ1 2 財政融資資金 (3年据置元利均等償還)

4月 5月 6月 7月. 8月. 9月-

10年 1.10% 1.40% 1.60% 1.50% 1.30% 1.20%

20年 1.70% 1.90% 2.10% 1.90% 1.80% 1.80%

30年 2.10% 2.20% 2.30% 2.20% 2.10% 2.10%

3 銀行等引受債 (元金均等償還､都道府県 ･政令市)

4月 5月 6月 7月 8月 9月

1.50% 1｣70% 1.88% 発行なし 1.50% 1.30%



｢生活対策｣について(概要)
平成20年10月30日

新たな経済対策に関する政府ヰ党会議､経済鵬 嘉合同会議

第1章 基本的考え方

1.金高蛸酢剤青勢と対策の意義

(世界的な同時不況の兆し)

世界の金融資本市執ま100年に一度と言われる混乱に陥っている｡本年9月

中旬以降､金融繊 こ加え､実体経済の弱体化が進みつつあり､世界的な景気

後退の兆しが強まっている｡

(日本経済の現状と先行き)

海外に比べ､日本の金融システムは陸全であり､これまで安馳 ま確保され

ている｡しかし､外需に依存してきた日本経済は､世界経済の減速に伴い景気

後退局面に入っており､今後は下降局面が長期化 ･深刻化するおそれb

(国民生活-の影響)

この影響は､いずれ国民すべてに到達し､経済的な弱者には大きな波となっ

て押し寄せてくるおそれがある｡暮らしの安心が脅かされている ｢生活者｣､

資金繰りに苦しむ ｢中′ト 小規模企業｣､都市部との格差に悩む ｢地方｣に対

し､セーフティネットを強化し､緊急の備えを万全にすることが喫緊の課題｡

(新たな成長-の展望)

一方で､現下の世界的な金融経済変動に対応していくためには､内需主導の

■持続的成長を実現できるよう経済の体質転換を進めていくことが重要である｡

このためには､住宅投資のラ音性化､低炭素社会構築に向けた設備投資の促進､

国内金融資産を活かした消費の拡大などが鏡〕

2.5っの基本視点

｢生活対策｣は､国民生活と日本経済を守るため､以下の5つを基本視点とするO

(1)3段階の経済財政政策により､日本経済立て直しに取り組む

日本経済は ｢全治3年｣という基本認識の下で､今年度から直ちに日本経

済の立て直しに取り組むb当面は ｢景気対策｣､中期的には ｢財政再建｣､中

長期的には｢改革による経済成長｣という3段階で､経済財政政策を進める｡

16



(2)最優先課題として ｢金融資本市場の安定確保｣に向け万全の措置をとる

国際金融資本市場の安定化に向け国際協調を推進する｡日本の金融システ

ムは世界でも最も安定しているが､安定固封ヒに万全を期す｡

日本鍛行においては､金融市場の安定確保に取り組むとともに､内外の厳

しい経済金融情勢の下､政府における本対策や構造改革-の取組を踏まえ､

適切かつ機動的な金融政策運営を期待する｡

(3)3つの重点分 7 位置づけ､その中で ｢生活者 を一 に置く

｢生活対策｣は､3つの基点分野として､｢生活者の暮らしの安心｣､｢金

顔 .経済の安厨 封h､｢地方の底力の発揮｣を位置づける｡このうち､第一

に､生活者のための ｢暮らしの安心｣を打ち立てる｡

(4)一過性の市 創出対策ではなく､自 堕を⊥塑監艶 些

移行を後押しする

今回の対策の意義は､単なる一過性の需要創出ではなく､自律的な ｢内需

拡大｣による確実な経済成長実現のため､経済の体質を転換し､日本経済の

｢底力｣を発揮させることにある｡

(5)経済成長と財政健全化の両立に向けて取り組む

本対策の実行にあたっても､これまでの政府･与党の方針に沿って対応し､

財政規律の維持の観点から､安易に将来世代に負担をつけまわさず､経済成

長と財政健全化を図っていく｡こうした考え方に基づき､

･対策の牌 ま､赤字国債に依存しないO

･歳出改革の取組を継続する｡

･持続可能な社会保障構築と､その安定財源確保に向けた中期プログラムを

早急に策定する｡この中には､基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げるた

めの前提となる税制抜本改革の姿も含める｡
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第2章 具体的施策

I.4,･'5着の暮らLの真弓/Ll

1.家計緊急支援対

生活者の不安にきめ細かく対処するため､家計-の緊急支援として総額2

兆円を限度として生活支援定額給付金 (仮称)の実施や賃金引上げの環境づ

くりに取り組む｡

額給付金(仮

家計-の緊急支援として､特別減税及びこれに関連する臨時岩窮止特別給付金を

施することとしていた｡一方､家計-の緊急支援としての効果をより迅速に

し､かつ､低所得者にも広く公平に行き渡らせるためには､給付方式による

がより適切である｡この給付 (壬日吉支援定額給付金 (仮称))は､総額2兆円をロ

度として､単年度の措置として今年度内に実施することとし､その実施方式

ついて早急に検討するO

○経済界に対する賃金引上げの要請

○雇用保険料引下げ等に向けた取組

(雇用保険料0.4%の範囲内の幅で引き下げること等について関係審轟会で検甜

○電熱 ガス料金の来年1丁3月期の値上げ幅の圧縮･平準化を電力･ガス

会社に要請

○輸入小麦の政府売渡価格の改定ルール等の早急な見直し

2.雇用セーフティネット強化対

景気後退による影響が最も出やすい非正規労働者､中小企業や地方企業

を中心にセーフティネットを強化し､60万人分の雇用下支え強化を行う｡

○非正規労働者の雇用安定対策の強化

(年長フリーター等を積極雇用する事業者-奨敷金支給など)

○中小企業等の雇用維持支援対策の強化

(中小企業等-の助成金の拡充など)

○地租こおける雇用機会の創出

(｢ふるさと雇用再生特別交付金 (仮称)｣の創設)

3.生活安心確保対

国民の生活不安の解消のため､消費者政策の抜本的弓鋸ヒ等とともに､10
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万人程度の介護人材等の増強､出産 ･子育て支援､障害者 ･医療 ･年金対策

を推進する｡

○消費者庁の創設など消費者政策の抜本的強化等

付肖費者庁の創設､堆方の消費生活相談体制の強化､食の安全対策の弓封ヒ 悪徳商

法･振り込め詐欺対策の推進など)

○介護従事者の処遇改善と人材確保等<介護人材等の10万人増強>

(平成21年度の介護報酬改定 (プラス3.0%)等による処遇改善､介護人材等

の緊急確保対策の実施など)

○出産･子育て支援の拡充

(｢安心こども基金 (仮耐｣創設によるサービス緊急整備､｢子育て応援特別手当

(仮称)｣の支給､妊婦健診の無鞘ピ割こ向けた取組の推進など)

○障害者支援の拡充

(障害者基金の延長･積増しなど)

○医療･年金対策0?推進

(医療体制整備､新型インフルエンザ対策強化 年金記録問題への対応など)

D.金薗･磨好の安定窟仕

4.金融資本市場安定対

国際金融資本市場の安定化に向けて､国際臨調を推進するとともに､日

本のバブノ埴芳壊後の経験を活かした一段の発信を行 う｡

○周際金融資本市場の安定化に向けた積極的取組

(国際協調の推生､日本の経験を活かした一段の発信､アジア㈱ こおける金融協

力の一層欄

○国内市場の安定に向けた必要な対策些塞塞

(企業に対する自社株買いの要請､従業員持株会による株式取得の円滑化 空売り

規制の強化､空売り規制の厳正な執行等監視の徹底､銀行の株式保有制限の弾力

的運用など)

O｢金高蛸輪巨の強化のための特別措置に関する法律｣の活用.改善

(金融機能弓封ヒ法の活用･使い勝手の改善を図るとともに､十分な政府の資本参加

枠の拡大を検討)

○生命保険会社のセーフティネットにおける政府補助の延長

(平成21年4月以降も生命保険柵 こ対する政府補助を引き続き可能と

する (平成24年3月末まで))

○適正な金融商品会計に向けた努力へのサポート

(公正価値の算定方法明確化､金融商品の保有目的変更に関する迅速な検討)
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○銀行の 自己資本比率規制の一部弾力化

(金顧機関の金融仲介機能を低下させないため､国際合意の枠組みも踏まえ､規制

の一部弾力化を図る)

○証券化商品の透明性･信雛 向上及び流通再開に向けた取組

信萄封ヒ商品の販売/レ-ノレづくりの支援､格付け会社規制の検討など)

○金融機関の流動性対策

(日本銀行における内外の金融機関-の潤沢な流動性供給を期待)

○金高埠正券税制

(金融弼馴 村ヒを推u重め､簡素な制度とすることで､個人投資家が投質

しやすい環境を整備｡上場株式等の配当等について､3年間現行税制を延長)金

融鰍 村ヒの中で､少額投資のための簡素な優遇措置繍 J設｡企業型確

定拠出年金における個人拠出 (マッチング拠出)を導入｡)

なお､銀行等保有株式取得鹿鰐等の活用などについては､与党において

引き続き検討 する｡

5.中小りト規模企業等支援対策

中小 ･小規模企業等の資金繰 り対策を更に拡充す るとともに､税制措置

等による掛 封ヒを図る｡

Or金融機能の強化のための特別措置に関する法律｣の活用･改善 (再掲)

O｢安心実現のための緊急総合対策｣による資金繰り対策の早期実施

○緊急保証と政府系金融機関等による貸付について 21兆円規模の追加を

実施 (｢安心実現のための緊急総合対策｣における9兆円規模に加え､合

計30兆円規模に拡大)

･信用保証協会による緊急保証榊こついて､｢安心実現のための緊急総合対策｣に

おける6兆円規模に加え､新たに14兆円規模の追加を行い､合計20兆円規掛こ

拡大

･政府系金融機関等による貸付枠について､｢穿膜 兄のための緊急総合対策｣にお

ける3兆円規模に加え､日本政策金融公密封こよるセーフティネット貸付の金利

や貸付条件の見直しを含めた拡充､商工中金による金融危機対応業務の発動によ

り新たに7兆円規模の追加を行い､合計10兆円鼎戴こ拡大

○商工中金､政策投資銀行による金融危機対応業務の発動(再掲)

○ 日本企業の海外における事業に対する貸付の拡充

(日本政策金敷公庫 (国際協jjW )の活用)

○民間金融機関による金融仲介機能の強化

(民間金融機関による資金供給の実酎巴握と円滑化の要請､中′ト 小規模企業向け

融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置と金融検査における徹底)
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○建設業の資金調達の円滑化

(｢地或建設業経営弓封腰 資制度｣の活用)

○中小企業対策税制､人材確保･研究開発支援

･中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

･中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

･人材経保 ･技術承継支援､研究開発支援

○中小企業の新技術の商品化･調達に向けた一貫支援

(新商品隈発の補助･融資､製品性能評価､公的機関の導入 販路開拓な欄 達ま

でつながる一貫支援)

○下請法､独禁法違反行為への厳正な対処

(違反行為-の厳正な対処､下請保護情報ネットワークの活用)

6.成長力強化対策

- 企業活力を高める ｢成長力強化税制｣の導入､世界最先端の研究開発促

進等により日本経済の ｢底力｣を飛躍に結びつける取組を進める0
○時限的に即時償却を可能とする省エネ･新エネ設備等の投資促進のため

の税制措置

○海外子会社利益の国内還流

○省エネ･新エネ対策､金属資源開発の推進等

(省エネ ･新エネ設備等の投資促進税制 (再掲)､国内クレジット制度の活用､レ

アメタル ･鉄鉱石等の探鉱開発支援)

卿 由製品価格等市場動向監視

○世界最先端の研究開発､イノベーション促進
(世界最先端の研究開発促進､ライフサイエンス分野の新事業創出に資する規制改

革､技術間取等流出防止､イノベーション魚も窒機構 (仮耐 ･イノベーション特

区 (鮒 )

○日本版ESOP(従業員株式所有制度)導入促進のための条件整備

D.彪方の底力の.発揮

17_地底舌性化由衰
一 都市部との格差が拡大している地方の ｢底力｣が発揮できるよう､高速

道路料金の大幅引下もヂ中世或経済の活性イヒ 強い農林水産業づくりを進め

る｡

○高速道路料金の大幅引き下げ
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(国民生活や地域経済の支援や地琳誹封ヒ防止場 長から､①柳 ヒのため､

平日､割引がなかった時間帯への静招E申監人等､②観勝 地蝶の生活 ･経済

支援のため､休日､地棚 鎌酔j用料金や､首都.脚 J用料金の引下

げ等を当面平成22年度まで実施)

○地域企業再生､商店街活性化､ICT活用､pR活用による地域経済活性化

(地域力再生機構の早期設立と第3セクター改革､商店醐 封ヒ峨 こおけるICT

基盤整備･ICT争施用､放送デジタノLhlb＼円滑移行､PFI活用)

○観光立国の推進

(観光圏の整備促進､宿泊施設筆削 ′lノ体制の整備､出入国管理･査証発給体制整

備等の観点を踏まえた訪日査証の見直し等)

○地域建設業の新分野進出や他産業との連携事業等の支援

○

_-ク整備
(通学路.交差点などの交通安全対策､鉄道駅のバリアフリ-lL 地域バス利便

性向上､LRTプロジェクト､地方活力向上と国際競争力に資する道路ネッ

トワーク整備､都市鉄道の整備等､貨物運送の中/J､零細企業対策､羽田空港･

｢般空港の機能高質化 スーパー中枢港湾､安全な海上交通路の整備等)

○地域づくりの推進

(美しく活力あるふるさとづくり､過疎地駐-の定住促進､地或の生活排水対策､

国が整備した施設の油流出の防止､施設周辺の騒音対策等)

Q農業の将来を担う経営の育成と雇用創出等

(水田フル活用に朝鮎か農業者-の支援､担し博 こ対する融資の円滑化､施設整備

支援､新規に就農しようとする者の実践研修支援､企業的な農業経営を目指した

ネットワーク形成の支援､リース方式による最新生産方式の導入拡大)

○技術開発の加速と農商工連携､国産農産物の積極的活用等

(IT技術等の活用促進､農業関係施設の省エネ推進､国産原料を安定的に活用する

農商工連舞への支援･地場農産物の販路拡大､畜産経営安定対策の緊急実施､エ

コツーl)ズムなどとの連携､きめ細やかな基盤整備の推進等､地櫛引射出こ向け

た農山漁村施策と関係省庁の施策垂携)

○森林.林業の活性化

(国産材の住宅等への利用拡大､木質ノリ オマスの利用促進､森林における路網整

備の推進等)

Q水産業の活性化

(水産物の産地販売力の強イヒ 漁業用資材･餌飼料の施用の改善部封出割こよる収

益力強化の支援､水産基盤等の整㈱

○食に対する信頼確保等
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(事故米穀とは知らずに販売 ･加工した善意の事業者-の支援等)

Q琴切でわかりやすい農林水産行政の展開

l8･住宅投資傭 災強埠頭

一 住宅投資を促進するとともに､公共施設の耐震化等の防災対策を進め

る｡

○住宅ローン減税(個人所得課税)の延長･拡充等

(最大控除可能額の過去最高水準までの引上げt額 .高齢化問題等のための省エ

ネ ･バリアフリー等の住宅リフォーム減税の検討)

O脚 拡充等

○容積率の緩和

(高度な環境対策を行う建築軌 優良な都市開発プロジェクト等)

○優良な都市開発プロジェクト支援､不動産の証券化､流動化の促進

○改正建築基準法,改正建築士法等の円滑な運用･施行に向けた対応

○公共施設の耐震化等防災対策

(学酔愉 耐震化の加速､公共施設の震災対策 (蛮私 上下柏 施設､廃棄

物処理施設､矯正施設､官庁施設等)･グリーン化 ･エコ改修等､道路橋等老朽化

の進む社会資本ストックの長寿命化､集中豪雨､津波 ･高潮対策の実施､気象施

設の整備､都市公園の整備等による都市防災機能の向上､救助技術向上のための

消防団資機材の充実､個室型店舗等の消防用設備等の自己点検実施支援等緊急防

火対策の徹底)

9.地方公共団体支援

地方公共団体が地域の活性化に積極的に取り組むことができるように支

援する｡

○道路特定財源の-般財源化 こ際し､1兆円を地方の実情に応じて使用す

る新たな仕組みを作る

○地方自治体(一般会計)に長期.低利の資金を融通できる､地方共同の金

融機構の創設について検討する

Q砲撃活性化等に資するきめ細かなインフラ整備などを進めるため､｢地

域活性化.生活対策臨時交付金｣(仮称)を交付する

○景気後退や本対策に伴う地方税や地方交付税の原資となる国税5税の

減収等について､地方公共団体への適切な財政措置を講じる
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第3章 財源

0 彪済娩 財政超全ttの鹿LiZTf

l.国費と事業規模

〇本対策の財源については､赤字国債に依存しないこととし､そのための特例

措置として､平成20年度における財政投融資特別会計から国債整理基金特

別会計への繰入れを停止するなど財政投融資特別会計の金利変動準備金

の活用等を行う｡

O｢生活対策｣の財源である国費と事業規模は､別紙のとおりである｡

2.持続可有鉛社会劇鞘 築とその安定財源確保に向けた中期プログラムの策定

○以下を｢基本骨格｣とする中期プログラムを､年末の税制改正においてとりま

とめる｡

川 景気回復のための減税等

世界経済の混乱から国民生活を守り､3年以内の景気回復を最優先で

図るため､景気回復期間中に､減税措置及び生活支援定額給付金 (仮称)

を税制抜本改革を前提に時限的に行う｡

(2)社会保障安定財源の確保

社会保障制度については､その機≠闇封ヒと効率化を図る一方､基礎年

金国庫負担割合の2分の1-の引上げに要する財源をはじめ､国 ･地方

を通じて持続可能な社会保障制度とするために安定した財源を確保する

必要があるOこのため､経済状況の好転後に､年金､医療､介護等の社

会保障給付や少子イ蚊r策に要する費用の見通しを踏まえつつ､給付に見

合らた負担という視点及びこれらの費用をあらゆる世代が広く公平に分

かち合う観点から､消費税を含む税制抜本改革を速やかに開始し､時々

の経済状況をにらみつつ､2010年代半ばまでに段階的に実行するCその

際､国民の理解を深めるため､現在行われている歳出の無駄排除と行政

改革を引き続き行うとともに､社会保障給付とその他の予算とは厳密な

区分経理を図る｡

24



(3)税制抜本改革の全体像

社会保障の安定財源路床をはじめ､我が国の成長力の強化､社会にお

けるさまざまな格差の是正など種々の課題に整合的かつ計画的に対応す

るため､本年末に､個人､法人の所得課税､資産課税､消費課税の各税

目の改革の基本的方向性を明らかにした ｢税制抜本改革の全体像｣をわ

かりやすく示し､これに基づき抜本改革を断行するO
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(別紙)

r生活対策｣の規模

国

単位 :兆円

事業費

Ⅰ.生活者の暮らしの安心

1.家計緊急支援対策

程度 3.0程度

2.0程度 2.0程度

2･雇用セーフティネット強化対策 0.3程度 0.3程度

3･生活安心確保対策 0.5程度 0.7程度

Ⅱ.金融 ･経済の安定強化 0.6程度 21.9程度

4.金融資本市場安定対策

5･中小 ･小規模企業等支援対策 0,75程度 21.8程度

6.成長力弓封ヒ対策 0.1程度 0.1程度

I.地方の底力の発揮 1.6程度 2.0程度

7･地域活性化対策 0.8程度 1.0程度

8.住宅投資 ･防災強化対策 0.2程度 0,4程度

9L地方公共団体支援策 0.6程度 0.6程度

合 計 5.0程度 26.9程度

(注)

(注1)財政投融資の追加1.5兆円程度による事業費の増を含む｡

(注2)税制措置については､21年度税制改正において具体化｡
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平 成 20年 度 地 方 債 計 画 .I
- - -- -- ---- - --

項 目≒ 平成20年度 平成-19年度 差 引 増 減 率
計 画 額 (A)計 画 種 (ら)(Aト(ら)(G)(C)/(ら)xp100

- 一 般 会 計 債 60,763 63,184 △ 2.,423 ム 3,.8

ニ 公 営 企 業 債 27,783 27,72.4 59 0"2

三 公 嘗 企 業 借 換 債 2,000 2tOO.O 0° O.O

四 臨 時 財. 救 対 策 債 28,3.32 26,300 2ー032. 7.7

五 退 職 手 当 鷹 5,900 5ー90.0 0+ 0★0

･ 総 計 124,776 125,108 △ 332 ム 0,3

柄 普 通 会 計 分 96,055 96,529 △ 474 △､ 0～.5

釈 ~公 営 企 業 会 計 等 分 287ユー 28.579 142 0★5

資 金 区 分公 的 資 金 45,7-30 46,30.0 △ 570 △ 1ル2
財 政 融 資 資 金 3.2,400 32ゴ800 △ 40.0 A. 1.2

公 営 企 集 金 蓄独 公 庫 資 金 之十100 13,50.0 △11,4()0 A .84.4

地 方 公 営企 業 等金 融 機 構 資愛三 冒,2.30 - l1,230 皆 増

民 間 等 ■ 資 愈 79,046 78f808 238 0十3

市 場 公 募 34,000 34,000 0 0一.0
銀 行 等 引 受 45.046 44f808 238 0..5

※ 地方公営企英等金融機構法施行令 (平成19年政令餅384号)附則蘇 2魚の規定による改正後の地方財政法施行令 (昭

和23年政令第267号)第4粂沸2号 (平成20年-0月1E3施行)に規定する資金｡､

市場公募地方債については､借換債を含め6兆円(前年度比2,000億円､3.40/o増)を予定している. 7


